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令和５年度４月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名  新型コロナウイルス感染症予防対策事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

３，２０６千円 ２３，９６１千円 ２７，１６７千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
新型コロナウイルスワクチン接種対策費負担金

新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業費補助金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

新型コロナウイルスワクチンの特例臨時接種を、令和６年３月末まで１

年間延長する方針が国から示されたことを踏まえ、綴喜医師会、京都府等

と連携を図り、速やかに着実な接種体制を確保する。 

 

〈内 容〉 

※令和５年春開始接種分 

実 施 主 体 町 

接 種 場 所 町内の集団接種会場(役場庁舎)もしくは個別接種実施医療機関 

接 種 費 用 無料 

接 種 

対 象 者 

初回(１・２回目)接種後３か月以上を経過した者のうち、接種

日時点で以下に該当する住民 

①６５歳以上の者 

②５歳以上６５歳未満で基礎疾患を有する者、その他重症化リ

スクが高いと医師が認める者 

③医療機関、施設等従事者 

接 種 回 数 １回 

事 業 実 施 

フ ロ ー 

国の定める実施期間：令和５年５月８日～令和５年８月末日 

（※本町の集団接種は５月末から７月頃までの実施を予定） 

①６５歳以上の者 

前回接種時と同様に初回接種終了者に意向調査を実施後、前

回接種から３か月以上を経過する者から順次日程調整のうえ、

役場庁舎での集団接種を実施する。 

②基礎疾患を有する者等 

接種希望者は原則申請のうえ接種券の発行を受け、町集団接

種、かかりつけ医療機関等で接種。 

③医療機関、施設等従事者 

接種希望者は申請のうえ接種券の発行を受け、町集団接種、

各医療機関、施設等で接種。 

 ※令和５年秋開始接種：詳細未定（今後の国からの情報に基づき実施） 

担 当 課 健康対策課 電 話 ８８－６６１０ 
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令和５年度４月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名  子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

０千円 ６，４００千円 ６，４００千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
子育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金

子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

  物価高騰による家計の悪化で特に影響を受けた低所得の子育て世帯を

支援する観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給する。 

 

〈内 容〉 

○支給対象者 

  以下の（１）又は（２）のいずれかに該当する者 

（１）令和４年度子育て世帯生活支援特別給付金の支給対象者 

（２）平成 17年４月２日 (特別児童扶養手当対象児童は平成 15年４ 

月２日）から令和６年２月 29日までに出生した児童を養育する者で 

（１）に該当する者以外の者のうち、食費等の物価高騰の影響を受けて 

家計が急変し、住民税（均等割）が非課税である者、または、住民税 

（均等割）が非課税相当の収入となった者 

 

○支給額 

児童１人あたり５万円 

 

○支給方法等 

  （１）令和４年度給付金支給対象者は、支給する旨の通知を行った後、

一定期間内に受給拒否届出がなければ口座振込（申請不要） 

  （２）その他の対象者は、申請に基づき支給（申請期限：令和６年２月

29日） 

 

○支給予定時期 

  令和５年５月下旬（以降随時） 

 

                

担 当 課 子育て支援課 電 話 ８８－６６３６ 
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令和５年度４月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名 水道事業会計負担金(物価高騰対策水道料金減免事業) 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

１２，８８９千円   ２０，７７９千円 ３３，６６８千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

エネルギー・食料品価格等の物価高騰に直面する生活者及び事業者の

負担軽減を図るため、水道料金の基本料金を減免する。 

 

〈内 容〉 

○減免対象者 

・公共施設を除く上水道全加入者 

 

○減免内容 

・加入口径に応じた基本料金の減免（２期４か月分） 

 

 ○減免の対象となる請求月 

・奇数月検針地区（立川、岩山、禅定寺、湯屋谷、奥山田、緑苑坂） 

  令和５年７月、９月請求分 

 ・偶数月検針地区（郷之口、南、荒木、高尾、銘城台） 

  令和５年８月、１０月請求分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 上下水道課 電 話 ８８－３３３７ 
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令和５年度４月補正予算案 主要事項調書 

事 業 名  小中学校給食費支援事業費 

予 算 額 

補 正 前 補 正 額 補 正 後 

０千円 １４，８２１千円 １４，８２１千円 

補助単独の別 補 助（ 国・府 ）・単 独 補助制度名 
新型コロナウイルス感染症

対応地方創生臨時交付金 

 

事 業 内 容 

 

 

〈趣 旨〉 

物価高騰による保護者の経済的負担を軽減するための緊急的な措置とし

て、２学期の給食費全額を町が負担するもの。 

 

〈内 容〉 

○補助期間  ２学期給食期間 

 

○補助対象  

田原小学校    １９７人 

宇治田原小学校 ２０８人 

維孝館中学校   ２０２人 

（教職員等は除く） 

 

○給食費単価 

小学校  ２８０円 

中学校  ３１０円 

 

〈補助金額〉      

・田原小学校     17,288食×280円＝4,840,640円 

・宇治田原小学校  18,110食×280円＝5,070,800円 

・維孝館中学校    15,837食×310円＝4,909,470円 

 

合計  14,820,910円 

 

 

 

 

 

 

 

担 当 課 学校教育課 電 話 ８８－６６１２ 

 


